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医療情報システムにおける標準化の推進について

情報通信技術は急速に進歩を遂げており、医療分野でも地域医療連携や正確なエビデンス

に基づく保健事業等の推進、医療安全対策や業務の効率化など、情報通信技術を課題解決の

手段として活用する取組が各地域において進められている。政府においても医療の情報化を

重要な政策課題として掲げ取組を進めているところである。

医療機関の内部や異なる医療機関の間において、医療情報を電子的に活用するような取組

を進めるにあたっては、必要な情報がいつでも利用可能となるよう、医療情報システムを標

準的な形式のメッセージや標準とされるコードを用いて設計することが必要となる。

厚生労働省では、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（以下「ガイド

ライン」という。）において医療機関等に求められている標準化、相互運用性確保について

示すとともに、「保健医療情報標準化会議」からの提言を踏まえ、厚生労働省における保健

医療情報分野の標準規格（以下「厚生労働省標準規格」という。別紙参照のこと。）を順次

定め、その普及啓発を図っているところである。厚生労働省標準規格については、現時点で

は医療機関等に対し、その実装等を強制するものではないが、その実装が医療情報システム

の標準化や相互運用性を確保する上で必須であることから、厚生労働省が行う各種補助事業

等や諸施策においては、厚生労働省標準規格の実装を前提とすることとしている。

診療報酬上、保険医療機関等において作成、交付、保存（以下「作成等」という。）する

こととされている文書についても、医療情報システムを用いて電子的に作成等することが一

般的となっているが、今般、改めてその取扱いについて周知するとともに、これらの標準化

や相互運用性を確保することが不可欠であることから、その取扱いについては下記のとおり

とするので、貴管下の保険医療機関等に対し、周知徹底を図るようよろしくお願いしたい。

記



１ 保険医療機関等が、診療報酬の算定にあたって作成等することとされている文書につい

ては、電子的に作成等された場合であっても、書面（紙媒体）によるものとみなして取り

扱うこととして差し支えない。ただし、処方箋の取扱いについては「民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について（平成17年

３月31日医政発第0331009号、薬食発0331020号、保発第0331005号）」第二の２の（４）

処方せんの取扱い によるものであること。

２ １の取扱いにあたっては、当該保険医療機関等において、旧システムで保存された医療

情報を確実に利用できることや他の保険医療機関等で見読等できることが不可欠であるこ

とから、保険医療機関等において医療情報システムの導入、更新等を行う際にはシステム

ベンダ等に対し、ガイドライン、厚生労働省標準規格等を踏まえた対応を求めていくなど

適切に対応するものであること。なお、ガイドライン及び厚生労働省標準規格については、

定期的に改定を行っており、参照する際には最新の版であることに十分留意すること。
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